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埼
玉
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則

第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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第
二
条
第
一
号
イ
中
「
第
七
十
八
条
各
号
」
を
「
第
二
十
三
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

イ
中
「
幼
稚
園
教
育
要
領
（
平
成
十
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
四
号
）
」
を
「
幼
稚
園
教
育
要
領

（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
六
号
）
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑴
並
び
に
同
条
第
三
号
及

び
第
四
号
中
「
第
七
十
八
条
各
号
」
を
「
第
二
十
三
条
各
号
」
に
改
め
る
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第
六
条
第
三
項
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
型
認
定
こ

ど
も
園
の
認
定
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
」
を
削
り
、
「
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
」
を
「
認
定
こ

ど
も
園
の
」
に
、
「
搬
入
す
る
」
を
「
、
及
び
搬
入
す
る
」
に
、
「
と
き
」
を
「
場
合
」
に
改
め

る
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七
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中
「
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
策
定
さ
れ
た
保
育
に
関
す
る
指
針
で
知
事
が
指
定
す
る
も

の
」
を
「
保
育
所
保
育
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
一
号
）
」
に
改
め
る
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